
公益社団法人日本精神神経学会 

日本専門医機構認定精神科専門医制度規則 

 

第 １ 章 総則 

（目 的） 

第 １ 条   精神科専門医制度は一般社団法人日本専門医機構（以下、機構）のもとで、精神医学およ

び精神医療の進歩に応じて、精神科医の態度・技能・知識を高め、すぐれた日本専門医機構認

定精神科専門医（以下、専門医）を育成し、生涯にわたる相互研鑽を図ることにより精神医

療、精神保健の向上と社会福祉に貢献し、もって国民の信頼にこたえることを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ２ 条   前条の目的を達成するため、日本精神神経学会（以下、学会）は専門医制度委員会を設置

し、また、機構の下に設置される委員会に委員を派遣し、機構と連携して専門医の研修、資格

審査、更新に係る事業ならびに、その他本制度を維持するための事業をおこなう。 

 

第 ２ 章 専門医制度委員会 

（専門医制度委員会） 

第 ３ 条   専門医制度委員会は、統括機関として専門医制度常任委員会（以下、常任委員会）を置き、

その下に次の委員会を置く。 

（1）専門医研修委員会 

（2）研修プログラム審査委員会 

（3）指導医資格認定委員会 

（4）専門医試験運営統括委員会 

（5）生涯教育委員会 

（6）その他、本制度の業務をおこなうために常任委員会が必要と認めた場合は理事会の承認

を得て委員会を設置する。 

 

（業務） 

第 ４ 条   前条の委員会は、次の業務を行う。 

（1）教育研修に関する業務 

（2）精神科専門医制度研修施設群（以下、研修施設群）の審査・更新審査に関する業務 

（3）研修施設群情報の登録・管理に関する業務 

（4）精神科専門医制度指導医（以下、専門研修指導医）資格の認定・更新に関する業務 

（5）専門医資格の審査・更新審査に関する業務 

（6）専門医情報の登録・管理に関する業務 

（7）機構や他の学会と連携し、この制度を適切に運用するための業務 

（8）その他、制度の運用に必要な業務 



 

（機構への委員派遣） 

第 ５ 条   機構の下に設置された委員会に対し、本学会専門医制度委員会の委員を派遣する。 

 

（委員会の委員） 

第 ６ 条   第３条に規定する委員会の委員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。 

２  委員の任期は２年とし、その再任を妨げない。 

３  委員に欠員が生じた場合は、理事会の承認を経て、補充するものとし、その任期については

前任者の残任期間とする。 

 

（秘密の保持） 

第 ７ 条   専門医制度の運営に携わる者は、業務上知り得た情報に関してみだりに漏示してはならな

い。 

 

第 ３ 章 専門医の認定審査と登録 

（専門医認定の申請要件） 

第 ８ 条  学会は、次の各号のいずれにも該当し、なおかつ専門医認定試験に合格した者を専門医にふ

さわしいと判定し、その審査結果を機構に報告する。 

（1）日本国の医師免許証を有する者 

（2）精神科専門研修開始時に学会員である者 

（3）５年以上の臨床経験を有する者で、精神科専攻医の研修に関する施行細則に規定する研修

施設群において研修プログラムに沿い、専門研修指導医の下、精神科専門研修を３年以上お

こない、その課程を修了した者 

 

（専門医の認定・登録） 

第 ９ 条  専門医として機構により認定された者は、学会に専門医として登録する。 

 

第 ４ 章 研修開始の登録 

（専攻医の登録） 

第 １０ 条  専門医を目指す者は研修施設群での研修開始時に、学会に専攻医として登録する。 

 

第 ５ 章 研修施設群ならびに専門研修プログラムの認定審査と登録 

（研修施設群の審査） 

第 １１ 条  学会の専門医制度委員会は、精神科専攻医の研修に関する施行細則に定める基準にもとづ

き研修施設群（研修基幹施設ならびに研修連携施設）ならびにその専門研修プログラムにつ

いて審査をおこない、その結果を機構に報告する。 

 



（研修施設群の認定・登録） 

第 １２ 条  機構により研修施設群として認定された施設は、学会に登録する。 

 

（研修施設群の更新） 

第 １３ 条  研修施設群として認定された施設は、５年ごとに認定の更新をしなければならない。 

      ２  研修施設群は更新までの５年間、年度の研修実績報告をおこない、機構によりサイト

ビジット等の要請がある場合には、それに対応しなければならない。 

 

第 ６ 章 専門研修指導医の審査・認定 

（専門研修指導医認定の申請要件） 

第 １４ 条  専門研修指導医の資格を申請する者は精神科専門医制度指導医認定・更新に関する施行細

則に定める要件を満たしていなければならない。 

 

（専門研修指導医の認定・登録） 

第 １５ 条  専門研修指導医として認定された者は、学会に登録され、学会より指導医認定証が交付さ

れる。 

 

（専門研修指導医資格の更新） 

第 １６ 条  専門研修指導医の認定を受けた者は、５年ごとに認定の更新をしなければならない。 

      ２  認定の更新をしようとする者は、精神科専門医制度指導医認定・更新に関する施行細

則に定める基準にしたがって、手続きをおこなう。 

 

第 ７ 章 専門医の更新 

（専門医の更新） 

第 １７ 条  専門医の認定を受けた者は、５年ごとに認定の更新をしなければならない。 

 

（専門医更新の申請要件） 

第 １８ 条  専門医の更新を申請する者は精神科専門医資格の更新に関する施行細則に定める要件を満

たさなければならない。 

      

（専門医の更新審査・認定） 

第 １９ 条  学会は専門医の更新審査をおこない、その結果を機構に報告する。 

 

第 ８ 章 専門医の資格喪失・取消・停止 

（専門医資格の喪失） 

第 ２０ 条  専門医は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 

（1）医師としての資格を喪失したとき 



（2）学会員としての資格を喪失したとき 

（3）専門医としての資格を辞退したとき 

（4）専門医の認定更新をしなかったとき、認定されなかったとき 

２ 学会は、専門医の資格を有する者について前項各号の事実を覚知したときは、当該者の氏名、

所属、覚知した事実の内容等を機構に情報提供する。 

 

（専門医資格の取消） 

第 ２１ 条  学会は、専門医の資格を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合、常任委員会およ

び理事会の議決をもって、当該者の氏名、所属および該当する事実の内容等を付して当該者

の専門医資格の取消を機構に意見具申することができる。 

（1）専門医として相応しくないと判断したとき 

（2）専門医認定審査申請に重大な誤り、あるいは虚偽があったとき 

 

（専門医資格の停止） 

第 ２２ 条  学会は、専門医の資格を有する学会員に対し、「懲戒規則」に基づき一定期間の会員資格停

止の措置を行った場合、前条の常任委員会および理事会の議決をもって当該者の専門医資格

の取消または停止について、当該者の氏名、所属および会員資格停止の措置の理由等を付し

て機構に意見具申をする。 

 

（専門医資格の停止の解除） 

第 ２３ 条  前条による意見具申の結果、機構により専門医資格の停止を受けた者が、「懲戒規則」に基

づき会員資格停止の措置が解除されたことを受け、専門医資格の停止について解除を求める

場合には、その理由等を記載した文書により学会に申し出なければならない。 

２  学会は、前項の申し出を受けたときは、常任委員会および理事会の議決をもって当該者の

専門医資格停止の解除の可否について、当該者の氏名、所属および前項の文書を付して機構

に意見具申をする。 

 

第 ９ 章 補  則 

（規則の変更） 

第 ２４ 条  この規則の変更は、常任委員会、理事会および代議員総会の議決を経なければならない。 

 

（施行細則） 

第 ２５ 条  この規則の施行に必要な以下の施行細則は、別に定める。 

（1）精神科専門医制度運営に関する施行細則 

（2）精神科専門医認定に関する施行細則 

（3）精神科専攻医の研修に関する施行細則 

（4）精神科専門医制度指導医認定・更新に関する施行細則 



（5）精神科専門医資格の更新に関する施行細則 

 

附 則 

第１条    この規則は、平成２７年９月２３日から施行する。 

       この規則は、平成２８年６月１日より改定施行する。 

この規則は、令和７年６月１８日より改定施行する。 

 


